
公文書公開請求書
令和 年 月 日

(宛先)  ○○市⻑殿
住　　所 静岡県浜松市中央区有玉北町2184

氏　　名 須部　和孝

電話番号 053-432-4481 E-mail:soarer001@yahoo.co.jp
次のとおり公文書の公開を請求します。

備  考

ファイル形式の詳細は福岡市地番図と同等の形式でお願いしたいので、福岡市オープンデータ公開ホーム
ページ（福岡市Webまっぷ）を参考にされたい。位置情報を持たない紙媒体及びPDF形式はオープンデー
タを用いた統計分析に利用できないことから、開示請求の趣旨に合致せず受取できかねます。開示請求の
趣旨は、地番図データの持つ「地理空間情報の開示」にあり明確に区別していることを改めて付言しま
す。紙媒体やPDF形式しか交付できない場合には、不開示理由を明らかにし不開示決定書を発行してくだ
さい。＊シェープファイル形式が市町村独自方式で保存されている場合が多く、データの欠落により、レ
イヤ属性の編集などを用いなければ使用できないような不完全なものが稀にみられる為、可能な限りデー
タ内部構成が福岡方式に準拠されているか確認願います。QGIS等の汎用的なGISで用いることができない
不完全なデータ形式の場合には、再度の公開請求を予定しておりますので何卒ご協力をお願いいたしま
す。ファイルの提供方法については、CD-R等に複写するなど、適宜の方法によりお願いいたします。全国
1700超の自治体に開示請求を行う事から、各市町村の独自請求様式を用いることは過大な負担となり対応
できません。法律上必要とされる必須記載事項は全て記載しており、様式不一致を理由とした不開示は法
令違反となる為、ご留意ください。
静岡県では全市町村でシェープファイル形式での開示実例があります。全国でも地番図をオープンデータ
化している市町村が40を超えており、オープンデータ化を実施していない市町村にあっても任意開示や公
文書公開でシェープファイル形式での開示をを行っている事実があります。⼜、⻄宮市は不開示決定に対
して行政訴訟を提訴され神⼾地裁、大阪⾼裁で敗訴し、最⾼裁で上告棄却となり確定判決となっていま
す。不開示決定を行う場合には、当該判例である神⼾地裁平成20年（行ウ）、大阪⾼裁平成21年（行コ）
を十分検証の上ご判断下さい。

請求公文書の
名称⼜は内容

公開請求先市町村が保有する区域全域の最新の地番図電子データ（地理空間情報）
・GISで利用する為シェープファイル形式⼜はGeoJSON形式に限る
・通常は資産税課が保有することが多いが、貴庁における所管課については不知である

開示方法
の区分

  ☑ 写しに準ずる方法による交付（電子データによる交付）

請求者の
区分

  ☑ 市町村の事務⼜は事業に利害関係を有している。（市町村内非居住）
 利害関係の内容
市町村が保有する地番図データを、不動産の現地特定や地形、社会統計に関する各種分析のため、汎用的
なGISを用いて活用したい。また、各市町村が法令上備えるべきデータを適正な形式で整備・保有してい
るか、及び地番図作成に関する業者との委託契約に不合理な内容が含まれていないか等、市町村の政策運
営の適正性を監視・検証し、改善提言を行うことを目的として、自己居住地に限らず幅広く調査を実施し
ている。土地は本来的に連続する位置情報であり、開示請求者を開示請求先居住者等に限定することは情
報公開制度の趣旨上不合理である。本請求は国⺠主権及び知る権利に基づく正当な開示請求権の行使であ
る。


